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浅
尾
慶
一
郎
環
境
大
臣
に
よ
る
除
去
土
壌
の
利
用
に
つ
い
て
の
放
射
線
審
議
会
へ
の
諮
問
に
関
す
る
質
問
主
意

書 

 

二
〇
一
一
年
に
成
立
し
た
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の

事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
後
、
特
措
法
）
は
、
第
一

条
で
「
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
を
速
や
か
に
低
減
す
る
こ
と
」
を
目
的
に
掲
げ
て
い
る
。
第
二
条
第
四
項
で

定
義
さ
れ
て
い
る
「
除
去
土
壌
」
は
、
二
〇
一
四
年
に
成
立
し
た
中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
法
（
以
後
、
Ｊ
Ｅ
Ｓ

Ｃ
Ｏ
法
）
に
基
づ
い
て
、
現
在
、
福
島
県
の
大
熊
町
と
双
葉
町
に
設
け
ら
れ
た
中
間
貯
蔵
施
設
に
集
中
保
管
さ
れ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
Ｊ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
法
第
二
条
第
四
項
で
「
中
間
貯
蔵
」
と
は
、
「
最
終
処
分
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
、
福
島
県
内
除
去
土

壌
等
に
つ
い
て
福
島
県
（
環
境
省
令
で
定
め
る
区
域
に
限
る
。
）
内
に
お
い
て
除
去
土
壌
等
処
理
基
準
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
保

管
又
は
処
分
を
い
う
」
と
定
義
さ
れ
、
同
第
三
条
で
「
中
間
貯
蔵
開
始
後
三
十
年
以
内
に
、
福
島
県
外
で
最
終
処
分
を
完
了
す

る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
と
し
て
い
る
。 

 

そ
し
て
、
本
年
十
月
二
十
三
日
に
、
浅
尾
慶
一
郎
環
境
大
臣
（
以
後
、
大
臣
）
は
、
こ
の
中
間
貯
蔵
さ
れ
た
除
去
土
壌
に
関

し
て
、
「
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ



 

２ 

 

れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
規
定
に
基
づ
く
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
技

術
的
基
準
の
策
定
に
つ
い
て
（
諮
問
）
」
（
以
後
、
諮
問
）
を
放
射
線
審
議
会
に
対
し
て
行
っ
た
。 

 

こ
の
諮
問
に
関
連
し
て
、
以
下
政
府
に
対
し
質
問
す
る
。 

一 

環
境
省
は
二
〇
一
六
年
に
発
表
し
た
「
再
生
資
材
化
し
た
除
去
土
壌
の
安
全
な
利
用
に
係
る
基
本
的
考
え
方
に
つ
い
て
」

を
も
と
に
、
「
必
要
な
規
模
の
最
終
処
分
場
の
確
保
等
の
観
点
か
ら
実
現
性
が
乏
し
い
」
と
し
て
全
国
の
公
共
事
業
等
で

「
再
生
利
用
」
し
た
い
考
え
だ
と
理
解
し
て
い
る
。 

 

ア 

し
か
し
、
国
が
Ｊ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
法
で
自
治
体
や
元
の
地
権
者
に
約
束
し
た
の
は
、
全
国
の
公
共
事
業
等
で
再
生
利
用
で
は

な
く
、
「
中
間
貯
蔵
開
始
後
三
十
年
以
内
に
、
福
島
県
外
で
最
終
処
分
」
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
か
。 

 

イ 

本
年
十
二
月
五
日
に
超
党
派
議
員
連
盟
「
原
発
ゼ
ロ
・
再
エ
ネ
１
０
０
の
会
」
（
以
下
、
ゼ
ロ
の
会
）
に
お
け
る
会
合

で
、
Ｊ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
法
で
定
め
た
と
お
り
に
、
三
十
年
以
内
に
福
島
県
外
で
最
終
処
分
が
で
き
る
見
込
み
が
な
け
れ
ば
、
改

正
法
案
を
提
出
す
べ
き
で
は
な
い
か
等
を
問
わ
れ
る
と
、
環
境
省
は
、
「
再
生
利
用
」
は
「
福
島
県
外
で
最
終
処
分
を
完

了
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
」
で
あ
る
と
回
答
し
た
。
法
律
制
定
時
に
説
明
の
な
か
っ
た
行
政
行
為
を
「
必
要
な
措
置
」

の
言
葉
に
包
め
て
、
行
政
裁
量
で
進
め
る
こ
と
は
、
厳
格
に
抑
制
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
大
臣
は
ど
う
考
え
る



 

３ 

 

か
、
大
臣
自
身
の
言
葉
で
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

ウ 
「
必
要
な
措
置
」
と
は
「
再
生
利
用
」
で
あ
る
と
の
説
明
を
、
関
係
自
治
体
、
中
間
貯
蔵
施
設
の
元
の
地
権
者
達
、
お

よ
び
国
民
に
対
し
て
、
い
つ
ど
の
よ
う
に
説
明
し
、
了
解
を
得
た
の
か
。
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

諮
問
に
記
さ
れ
た
諮
問
事
項
の
う
ち
、
「
再
生
資
材
化
し
た
除
去
土
壌
の
利
用
（
復
興
再
生
利
用
（
※
１
）
）
」
に
つ
い

て
は
、
（
※
１
）
で
「
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
か
ら
の
日
本
の
復
興
に
資
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
実
施
や
管
理
の
責
任
体
制
が
明
確
で
あ
り
、
継
続
的
か
つ
安
定
的
に
行
わ
れ
る
公
共
事
業
等
に
お
い
て
、
適
切

な
管
理
の
下
で
、
盛
土
等
の
用
途
の
た
め
に
再
生
資
材
化
し
た
除
去
土
壌
を
利
用
（
維
持
管
理
す
る
こ
と
を
含
む
）
す
る
こ

と
」
と
の
説
明
が
つ
い
て
い
る
。 

 

ア 

こ
の
諮
問
事
項
で
述
べ
て
い
る
う
ち
、
「
再
生
資
材
化
」
、
「
実
施
や
管
理
の
責
任
体
制
」
、
「
適
切
な
管
理
」
と
は

何
を
示
し
、
そ
の
言
葉
は
ど
の
法
律
で
定
義
さ
れ
て
い
る
か
。 

 

イ 

環
境
省
は
、
こ
う
し
た
言
葉
を
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
定
め
る
と
の
説
明
を
行
っ
て
い
る
が
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
定
め
た

「
再
生
資
材
化
」
、
「
実
施
や
管
理
の
責
任
体
制
」
、
「
適
切
な
管
理
」
に
反
す
る
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
た
と
え

ば
、
一
住
民
が
そ
の
違
法
性
を
告
発
す
る
た
め
の
法
的
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
か
。 



 

４ 

 

 
ウ 

本
年
十
二
月
十
日
に
開
催
さ
れ
た
放
射
線
審
議
会
で
、
甲
斐
会
長
か
ら
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
拘
束
力
」
に
つ
い
て
質
問

さ
れ
、
環
境
省
は
「
復
興
再
生
利
用
に
つ
い
て
は
除
染
実
施
者
が
や
る
。
環
境
省
や
自
治
体
だ
か
ら
、
一
定
程
度
の
拘
束

力
は
持
つ
」
と
回
答
を
行
っ
た
。
一
定
程
度
の
拘
束
力
と
は
何
か
。 

 

エ 

国
や
自
治
体
の
公
共
事
業
で
あ
っ
て
も
、
物
理
的
に
事
業
を
行
う
の
は
民
間
の
請
負
業
者
で
あ
る
。
「
再
生
資
材

化
」
、
「
実
施
や
管
理
の
責
任
体
制
」
、
「
適
切
な
管
理
」
が
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
し
か
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
と
お
り

に
再
生
利
用
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
、
原
状
回
復
の
指
導
や
命
令
を
行
う
権
限
は
誰
に
あ
る
の
か
。 

三 

諮
問
に
記
さ
れ
た
諮
問
事
項
の
う
ち
、
「
復
興
再
生
利
用
に
よ
っ
て
一
般
公
衆
の
受
け
る
実
効
線
量
が
一
年
間
に
つ
き
一

ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
な
い
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
放
射
能
濃
度
※
２
」
に
つ
い
て
は
、
「
※
２ 

法
第
一
条

に
規
定
す
る
事
故
由
来
放
射
性
物
質
で
あ
る
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
四
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃
度
及
び
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
七
に
つ

い
て
の
放
射
能
濃
度
の
合
計
が
、
八
千
ベ
ク
レ
ル
毎
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
と
す
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。 

 

ア 

「
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
四
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃
度
及
び
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
七
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃
度
の
合
計
が
、
八

千
ベ
ク
レ
ル
毎
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
」
を
誰
が
ど
う
管
理
す
る
の
か
。
目
に
見
え
な
い
放
射
能
濃
度
を
国
民
、

特
に
周
辺
住
民
は
ど
の
よ
う
に
確
認
で
き
る
の
か
。 



 

５ 

 

 
イ 

い
わ
ゆ
る
原
子
炉
等
規
制
法
に
お
い
て
は
、
原
子
力
施
設
等
の
解
体
で
発
生
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
片
や
金
属
く
ず
を

放
射
能
汚
染
物
質
と
し
て
み
な
さ
ず
再
利
用
で
き
る
基
準
（
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
レ
ベ
ル
）
は
、
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
四
及
び
セ

シ
ウ
ム
百
三
十
七
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃
度
の
合
計
は
百
ベ
ク
レ
ル
毎
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
復
興
再

生
利
用
の
名
で
八
千
ベ
ク
レ
ル
毎
キ
ロ
グ
ラ
ム
が
利
用
さ
れ
た
場
合
、
環
境
省
の
「
中
間
貯
蔵
除
去
土
壌
等
の
減
容
・
再

生
利
用
技
術
開
発
戦
略
検
討
会
」
に
提
出
さ
れ
た
資
料
に
よ
れ
ば
、
八
千
ベ
ク
レ
ル
毎
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
汚
染
土
壌
が
百
ベ

ク
レ
ル
毎
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
ま
で
減
衰
す
る
の
に
約
百
九
十
年
か
か
る
が
、
そ
の
間
、
「
実
施
や
管
理
の
責
任
体
制
」
、

「
適
切
な
管
理
」
を
ど
の
よ
う
に
保
つ
つ
も
り
か
。
そ
の
法
的
な
拘
束
力
を
ど
の
よ
う
に
担
保
す
る
の
か
。 

 

ウ 

十
二
月
五
日
の
ゼ
ロ
の
会
に
お
け
る
質
疑
で
、
復
興
再
生
利
用
に
か
か
る
費
用
は
、
除
染
と
同
様
、
汚
染
者
で
あ
る
東

京
電
力
が
負
担
す
る
の
か
と
の
問
い
に
、
環
境
省
は
、
特
措
法
第
四
十
四
条
第
一
項
で
、
「
当
該
関
係
原
子
力
事
業
者
の

負
担
の
下
に
実
施
さ
れ
る
も
の
と
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
と
回
答
し
た
。
そ
の
「
負
担
」
に
は
、
再
生
資
材
化
、
覆
土
、

請
負
事
業
者
（
元
請
・
下
請
・
孫
請
）
の
経
営
者
お
よ
び
作
業
員
に
向
け
た
放
射
線
防
護
（
住
民
、
作
業
員
）
対
策
や
そ

の
教
育
コ
ス
ト
、
お
よ
び
運
搬
コ
ス
ト
も
含
ま
れ
て
い
る
の
か
。 

 

エ 

経
済
合
理
性
や
国
民
へ
の
説
明
責
任
が
求
め
ら
れ
る
公
共
事
業
で
、
こ
の
よ
う
な
負
担
増
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
、
国



 

６ 

 

会
や
国
民
に
対
し
て
、
明
確
に
説
明
を
行
っ
て
き
た
こ
と
は
あ
る
か
。 

四 
諮
問
は
、
特
措
法
の
規
定
に
基
づ
く
「
放
射
線
障
害
防
止
の
技
術
的
基
準
に
関
す
る
法
律
」
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
意

見
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
同
法
の
目
的
（
第
一
条
）
は
、
「
放
射
線
障
害
防
止
の
技
術
的
基
準
の
斉
一
を
図
る
こ
と
」
と

さ
れ
て
い
る
。
除
去
土
壌
の
利
用
の
基
準
と
、
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
レ
ベ
ル
は
八
十
倍
も
の
開
き
が
あ
る
と
の
批
判
に
対
し
て
、

環
境
省
は
「
管
理
」
す
る
か
ら
と
批
判
を
か
わ
し
て
き
た
が
、
「
基
準
の
斉
一
を
図
る
」
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
具
体
的

な
法
的
な
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。 

五 

二
〇
二
一
年
五
月
二
十
三
日
に
開
催
し
て
い
る
理
解
醸
成
の
た
め
の
「
福
島
、
そ
の
先
の
環
境
へ
。
対
話
フ
ォ
ー
ラ
ム
」

は
読
売
新
聞
社
が
後
援
し
、
そ
の
後
、
紙
面
で
大
き
く
広
告
記
事
を
書
い
て
い
る
。
こ
の
報
道
機
関
へ
の
後
援
料
や
委
託
料

は
払
っ
た
の
か
ど
う
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

六 

再
生
利
用
事
業
の
理
解
醸
成
の
た
め
に
、
広
告
代
理
店
お
よ
び
報
道
機
関
が
関
わ
っ
た
事
業
は
、
い
つ
か
ら
開
始
さ
れ
、

本
年
度
ま
で
に
各
年
で
ど
れ
ぐ
ら
い
の
支
出
が
あ
る
の
か
可
能
な
限
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


